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現在、ゴミを山林等に捨てることや燃やすことは、「廃棄
物の処理及び清掃に関する法
律」という法律で禁止されており、
検挙されることもあります。
違反した場合には、５年以下の

懲役もしくは１０００万円以下の
罰金（法人の場合は３億円以下の
罰金）又はその両方の罰則が科せ
られます。

蘭島・忍路地区では５月
からヒグマが活動期に入
り、よく足跡等が発見され
ます。
山 に 行 く 際

は 熊 よ け の 道
具 や 携 帯 電 話
を 持 っ て 行 き
ましょう！

令 和 ４ 年
事 件 ・ 事 故
発 生 状 況
4月1日

～4月30日
交通事故中
人身事故 0件
物件事故 1件

窃 盗 0件
窃盗以外 1件

薬物乱用の防止


